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①②③④
役
場
ま
た
は

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
に
て
申
請

免
除
対
象
者
で
あ
る
か
確
認
後
、

免
除
証
明
書
を
発
行

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
接
種

免
除
証
明
書
を
持
っ
て

医
療
機
関
へ
（※
）

注
免
除
証
明
書
の
使
用
期
限

　

平
成
23
年
１
月
31
日
ま
で

受付時間

役場
　月曜～金曜
　　8：30　 　

　

～

　17：15

総合ふれあい
センター
　火曜日を除く
　曜日
　　8：30　 　

　
～

　21：00

全額免除
（申請が必要）

全額免除
（申請が必要）

全額免除
（申請が必要）

自己負担1,000円
（申請は必要なし）
直接医療機関へ

自己負担
（申請は必要なし）
直接医療機関へ

課税世帯

生活保護世帯
または

非課税世帯

課税世帯

生活保護世帯
または

非課税世帯

課税状況
に関係なく

・65歳以上
・60～64歳の方
　で心臓、腎臓、
　呼吸器に重い病気
　のある方（身体障
　害者手帳１級相当
　の方）

1歳～中学3年生
まで

高校１年生相当
～65歳未満

免除は？③ 課税状況は？② 年齢は？①
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ヘルスメイトのおしゃべりコーナー
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高知県暴力団排除条例が制定されました高知県暴力団排除条例が制定されました


